
防衛大学校達第８号 

 

防衛大学校の薬品類の取扱いに関する達を次のように定める。 

 

平成１６年４月１４日 

 

防衛大学校長 西 原   正  

 

防衛大学校の薬品類の取扱いに関する達 

 

改正 平成 24年４月６日防衛大学校達第８号    令和２年 12月 22日防衛大学校達第 22号 

 

 

（目的） 

第１条 この達は、防衛大学校における薬品類（学群の所掌に属するものをいう。

以下同じ。）の取得、保管、廃棄等に関し、必要な事項を定め薬品類の管理を

適正に行うことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この達において薬品類とは、学群において教育研究で使用する毒物及

び劇物（毒物及び劇物取締法（昭和 25年法律第 303号）第２条に定めるもの

をいう。以下「毒劇物」という。）並びにその他の薬品（火薬類及び放射性物

質を除く。以下同じ。）をいう。 

（管理責任者等） 

第３条 学群長は、学群における薬品類の適正な保管・管理に関し統括するもの

とする。 

２ 教育室及び学科に薬品類管理責任者（以下「管理責任者」という。）を置く。 

３ 管理責任者は、教育室長及び学科長をもって充てるものとする。 

４ 管理責任者は、教育室及び学科における薬品類の管理が、この達及び関係法

令に従って適正に行われるよう、薬品類の使用者（以下「使用者」という。）

を指導・監督し、安全管理上の所要の処置を講ずるものとする。 

（使用責任者） 

第４条 薬品類を保管又は使用する研究室等の部屋ごとに、薬品類使用責任者

（以下「使用責任者」という。）を置く。 

２ 使用責任者は、研究室等の部屋ごとの使用者のうちから、管理責任者が当該

研究室等の部屋ごとに薬品類使用責任者指定簿（別記様式第１）により指定し、

教務部長に報告するものとする。 

３ 使用責任者は、研究室等における薬品類を保管・管理し、薬品類の盗難、紛



失等の未然防止に努めなければならない。 

４ 使用責任者は、薬品類の盗難、紛失、その他不測の事態が生じた場合は、直

ちに管理責任者に届けるとともに、必要な措置を講じるものとする。 

（薬品類の取得） 

第５条 使用責任者は、薬品類の購入にあたっては、計画的に購入するものとす

る。 

２ 使用責任者は、毒劇物を購入する場合は、防衛大学校の物品管理に関する達

（昭和 61 年防衛大学校達第９号）第 10 条に規定する物品購入要求書の品名

欄に「毒物」、「劇物」又は「特定毒物」と明示し、要求するものとする。 

（毒劇物の受払） 

第６条 使用責任者は、毒劇物の受払いに関し、その都度、毒劇物使用記録簿（別

記様式第２）に記録し、常に現在量を明らかにしておくものとする。 

（薬品類の保管方法） 

第７条 保管容器は、施錠のできる容器とし、鍵は使用責任者が管理するものと

する。 

２ 毒劇物は、その他の薬品とは区別して、保管するものとする。 

３ 保管容器には、使用責任者名、使用者名及び目視により内容物が確認できな

い場合は、「薬品類」と記載したラベルを作成し、保管容器の端に見え易く貼

付するものとする。 

４ 毒劇物の保管容器は、前項によるもののほか、「医薬用外」の文字及び毒物

については、赤地に白色をもって「毒物」の文字を、劇物については白地に赤

色をもって「劇物」の文字を表示するものとする。 

（薬品類の廃棄） 

第８条 使用責任者は、保管する薬品類で今後も使用見込みのないものは、教務

部教務課教育研究支援室（以下「教育研究支援室」という。）が実施する産業

廃棄物の処理により、管理責任者の確認を得た後、廃棄の手続きをとるものと

する。 

（薬品類管理簿の作成及び更新） 

第９条 教育研究支援室教育研究業務管理専門官（以下「教育研究支援室専門官」

という。）は、薬品類管理簿（別記様式第３）を作成し、管理責任者、使用責

任者及び使用者に配布するものとする。 

２ 教務部長の指名する者は、毎年２回、３月及び９月に、薬品類管理簿と現品

とを照合・点検し、その結果を教務部長に報告するものとする。 

３ 使用責任者は、購入及び引継ぎ等による取得並びに消費及び廃棄の都度、薬

品類管理簿を修正し、毎月末に教育研究支援室専門官に提出するものとする。 

４ 教育研究支援室専門官は、前項の結果に基づき、薬品類管理簿を更新し、管

理責任者、使用責任者及び使用者に配布するものとする。 



（引継ぎ） 

第 10条 使用責任者及び使用者の薬品類の引継ぎについては、管理責任者及び

教務部長の指名する者の立会のもと、薬品類管理簿と現品とを照合のうえ、確

実に引継ぐものとする。 

（委任規定） 

第 11条 この達で定めるもののほか、薬品類の取扱い要領について必要な細事

項は、教務部長が定める。 

 

附 則 

この達は、平成 16年４月 14日から施行する。 

附 則（平成 24年４月６日防衛大学校達第８号） 

この達は、平成 24年４月６日から施行する。 

附 則（令和２年 12月 22日防衛大学校達第 22号） 

この達は、令和３年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記 様 式 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）                                                         

 

 

毒  劇  物  使  用  記  録  簿  

 

                               保   管   室   等   名                        
 

                               薬 品 類 使 用 責 任 者 名                        

区 分 ：  毒 物 ・ 劇 物 ・ 特 定 毒 物  
 

薬 品 名 ：                                                 単 位 ：              

 

年 月 日  
移 動 数 量  

現 在 量  受 払 理 由  
薬 品 類  

管 理 簿 №  受  払  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

（ 注 ）  単 位 は １ 本 な ど の 容 器 単 位 と は せ ず 、 ｇ 、 m l 等 の 単 位 と す る 。  

       薬 品 類 管 理 簿 № 欄 は 、 最 新 の 薬 品 類 管 理 簿 の № を 記 入 す る 。  

 

 

 

 



別記様式第３（第９条関係） 

薬  品  類  管  理  簿 

№ 薬品名 瓶の容量 
数量 

（本） 

開封、未開

封の別 
保管室等 使用責任者 使用者 学科名 保 管 状 態 備 考 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

注１：保管室等は、建物名及び室名又は室番号を記す。 

注２：保管状態は、保管庫等の種別等を記す。 

注３：薬品類が毒物、劇物又は特定毒物に該当する場合は、備考欄に毒物、劇物又は特定毒物と記す。 


